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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：１

・文言の修正・追加

ページ：３

・日付の修正

１　総　則　（ 共 通 ）

☐ (1)　一　般

ア 　本特記仕様書は，旭川市土木部公園みどり課が発注する土木・造園工事に適用する。

☐ 本工事は，施工箇所が点在していることから，施工箇所毎に共通仮設費及び現場管理費を算出している。

☐ 本工事は，4月1日以降の施工を想定しているため，現場管理費に係わる補正係数（積雪寒冷地域）は適用しない。

☐ 本工事は，週休2日工事の対象であるため，Ｐ16を確認すること。

イ

ウ 　この公示用設計図書のうち設計書（工事内訳書）に記載されている数量は，ロス分や割り増し等は含まない。

エ

オ １日未満で完了する作業の積算について
(ｱ) 「１日未満で完了する作業の積算」（以下，「１日未満積算基準」と言う。）は，変更積算のみに適用する。
(ｲ) 請負人は，当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に，「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこと

ができる。
(ｳ) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には，「１日未満積算基準」は適用しない。
(ｴ) 請負人は，協議に当たって，「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報，実際の費用を示す資料等）

を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書，請求書等）により，当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が確認
できない場合には，「１日未満積算基準」は適用しない。

(ｵ) 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には，「１日未満積算基
準」を適用しない。

カ 技能士
(ｱ) 次の作業については，職業能力開発促進法に基づく技能士（１級または２級）をあてること。

　（作業例：造園，石材施工，型枠施工，鉄筋施工，防水施工　等）
(ｲ) 技能士は，工事の施工にあたって自ら作業するとともに他の技術者の作業指導を行うこと。
(ｳ) 作業の一部が軽易な場合は，監督員の許可により省略することができる。

－　1　－

　本工事の施工は，本特記仕様書，北海道土木工事共通仕様書（以下「土木工事共通仕様書」と言う。）及び「公示用設計図書」に基づき実施す
ることとするが，本特記仕様書と土木工事共通仕様書に同様の項目がある場合は，本特記仕様書を優先する。

　この公示用設計図書のうち設計書（工事内訳書）に記載されている数量等は参考資料であって，特記仕様書及び設計図が優先する。内容の如
何にかかわらず，参考資料は契約上何らかの拘束力を有するものではない。
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：4

文言の削除

ページ：７

・文言の修正

(3)第１回打合せに際して

ア

(ｱ) 労働者災害補償保険関係成立証明書 (ｸ) 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請負通知書様式）（様式-4）

(ｲ) 工事工程表 (ｹ) 上記(ｷ)(ｸ)で提出した会社との契約書（写し）

(ｳ) 現場代理人及び主任技術者等指定通知書 (ｺ) 「現場代理人，主任技術者及び監理技術者に係る継続雇用確認要領」に

(ｴ) 上記経歴書 基づく，契約日以前３か月以上の継続雇用を確認できる書類

(ｵ) 下請負人選定通知書 （ただし，随意契約による工事については，継続雇用確認書類の提出は必要ない)

(ｶ) 施工体系図　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式-5）

(ｷ) 施工体制台帳・作業員名簿　　　　　　　　（様式-3-1 様式-3-2）

注１） ただし，上記(ｵ)(ｶ)(ｷ)について，第１回打合せ時に下請負人が未定の場合は，監督員と協議すること。

注２） 上記(ｱ)～(ｵ)は，旭川市契約課のサイトからダウンロードできる。注意事項に記載のURLを参照のこと。

(4)工事施工前・施工時に際して

ア 現場代理人は，施工前及び施工時に監督員と協議のうえ，工事の関係者との施工に係る調整業務及び，工事設計書・現場の確認を

行うこと。なお，調整結果及び確認結果については，各様式にとりまとめ監督員に報告すること。

(ｱ)工事施工協議簿 (様式-11) (ｴ)土場や現場事務所を設置する場合は，土地を借りる前に

(ｲ)支障物件の調査確認 (様式-8) 　　監督員と事前確認を行うこと。

(ｳ)境界石の確認 (様式-20)

イ 施工予定及び実績の報告

工事の履行状況を毎月「履行報告書」で報告すること。

ウ 休日に作業を行う場合

休日（土曜日，日曜日，祝日）に作業を行う場合は，必ず休日２日前までに「休日作業の承認願い」（様式-10）を提出し，承認を得ること。

エ 協議等について

指示，承諾，協議，検査及び確認等については，「工事施工協議簿」（様式-11）で行わなければならない。

オ 段階確認について

「３．施工条件（選択） （5）段階確認」にて指定している事項においては，あらかじめ「段階確認願い」（様式-12）を提出しなけらばならない。

カ 立会について

監督員の立会のもと施工する事項については，あらかじめ「立会願い」（様式-13）を監督員に提出しなければならない。

キ 社内検査について

工事の第１回打合せ時に，次の書類を提出すること。

－　4　－

施工計画書に社内検査実施計画を記載し，社内検査を実施した時は，その結果を「社内検査実施結果報告書」（様式-14）により報告しなければ
ならない。

(7)　交通誘導警備員について

交通誘導警備員の配置を要する工事については、次の項目を遵守すること。
ア 着手時に，次の書類を提出すること。　(ｲ)(ｳ)(ｴ)(ｵ)(ｶ)は写しでよい。 イ しゅん功までに，次の書類を提出すること。　(ｲ)は監督員から請求が

(ｱ) 交通誘導警備員選定通知書 （様式-17） あった場合に提出すること。
(ｲ) 公安委員会発行の警備業認定証 (ｱ) 交通誘導警備員配置時間集計表 （様式-18）
(ｳ) 元請業者との契約書 (ｲ) 警備日報(写し)
(ｴ) 配置予定者の名簿
(ｵ) 配置予定者の合格証明書，資格者証等
(ｶ) 配置予定者の「労働保険　概算・確定保険料」申告書

ウ 書類について
(ｱ) ア－(ｳ)については施工計画書に添付し，イ－(ｱ)については工事成果品として添付すること。
(ｲ) 交通誘導警備員の誘導状況が確認できるよう，誘導警備員の配置状況と一般車両及び工事車両，作業員が写った全景写真を撮影すること。

エ 設計積算に当たって
(ｱ) 交通誘導警備員の員数は交通誘導警備員を要すると想定される主な工種の標準作業日数を用いている。

オ 請負者の義務
(ｱ) 請負人は，所管警察署に提出する道路占用許可書申請図（安全施設配置図）に交通誘導警備員の配置箇所を記入すること。
(ｲ) 請負人は，当該現場に配置される誘導警備員の所属する警備会社が安全教育を実施，受講していることの証明書類の写しを提出すること。
(ｳ) 現場代理人は，交通誘導警備員を朝礼に出席させて点呼を取り，誘導警備員の健康状態や交通誘導状態を常時把握し，異常のあるときは速や

かに警備会社に連絡，交替を要請すると共に交代要員が現場に到着するまでの間，交通誘導を要する作業を控えること。

カ 交通誘導警備員の有資格者資格要件，配置について
(ｱ) 交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であること。
(ｲ) 一現場に交通誘導警備員を２名以上配置する場合，あるいは市街地及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする公園等に

係る工事現場で作業する場合は，１名以上の下表①の交通誘導警備員を配置すること。
(ｳ) (ｲ)を満たす中で，下表①の交通誘導警備員配置が困難な場合は，下表②～③に示す資格要件を満足する者を配置すること。

確認資料

交通誘導警備に関して，公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な 交通誘導警備検定合格証

知識・技能を有すると認めた者。 （写し）

警備員指導教育責任者 警備業法における警備員指導教育責任者資格者書証等の交付を受けている者。 警備員指導教育責任者資

格者証写し

交通誘導警備業務に従事している者 警備業法における基本教育及び業務別教育を終了し，現に交通誘導警備業務に 警備員名簿及び警備員手

従事している者。 帳（身分証明書の写し）
ただし，交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験数）が1年未満で 交通誘導に関する警備業
ある者は，法定教育を除く，警備員指導教育責任者が行う旭川市発注工事での 務に従事した期間（実務経
実地教育を受けた者であること。 験数）が１年未満である者

は，警備員教育の実施に関
する記録

資　　　格 資　格　要　件

－　7　－

交通誘導警備業務に係る1級又は2級
検定合格警備員

①

②

③
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：８

・図の修正

・文言の削除

ページ：９

・図の修正

・文言の追加・修正
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新 旧 改定内容

ページの削除

ページ：旧１６

・ページの削除

ページ：新１６

・ページの追加

(11)　週休２日工事の実施について

ア 請負人は，契約後，月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い，協議が整った場合に月単位の週休2日に取り組むものとする。
なお，月単位の週休2日が達成出来ない場合においても通期の週休2日による施工を行うこと。

イ 月単位の週休2日とは，対象期間の全ての月毎において，土日・祝日に関わらず，4週8休以上の現場閉所を行うことをいう。
対象期間は，契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお，年末年始6日（12/29，30，31，1/1，2，3）間及び
夏期休暇3日間（8/13，14，15），工場製作のみを実施している期間，工事全体を一時中止している期間，発注者があらかじめ対象外とし
ている内容に該当する期間（請負人の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。
工事契約後，週休2日対象期間としていた期間において，請負人の責にによらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は，受発注
者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

ウ 現場閉所とは，巡回パトロールや保守点検等，現場管理上必要な作業を行う場合を除き，現場が閉所された状態をいう。
なお，降雨，降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

エ 月単位の4週8休以上とは，対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下，「現場閉所率」）が28.5％（8日／28日）以上の水準
に達する状態をいう。ただし， 暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は，その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉
所を行っている場合に，4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。
通期の4週8休以上とは，対象期間内の現場閉所率が，28.5％（8日/28日）以上の水準の状態をいう。
また，降雨，降雪等による予定外の閉所日についても，現場閉所日数に含めるものとする。

オ 週休2日の確保の取組は，将来の担い手確保，入職しやすい環境づくりを目指すものであることから，週休2日による施工を実施する請負
人は，その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

カ 週休2日の実施の確認方法は，次によるものとする。
(ⅰ) 請負人は，週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し，施工協議簿・休日等取得実績調書とともに発注者へ提出する。
(ⅱ) 請負人は，実施結果を関係書類（日報，出勤簿，作業日誌，安全日誌等）を添付した施工協議簿・休日等取得実績調書により

発注者へ報告する。

キ 週休2日の実施状況について，発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には，請負人は協力するものとする。

ク 現場閉所の達成状況を確認後，履行状況に応じて，補正係数を乗じる。
なお，労務費分が明らかとなっていない単価等については，補正の対象としない。
(ⅰ) 現場の閉所状況

上記に示した現場の閉所状況を達成した場合
(ⅱ) 補正方法

当初予定価格から月単位の4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じる。現場閉所の達成状況を確認後，
月単位の4週8休に満たない場合は通期の補正係数を乗じる。通期の4週8休に満たない場合は補正係数を乗じない。ただ
し，工事着手前に通期の週休2日を希望した場合で，現場閉所時に月単位の4週8休以上を達成していたとしても，通期の
補正係数となる。

ケ 請負人は，「週休2日工事」について，請負人を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

コ 週休2日の実施計画書提出後，当該工事の全体工期については，影響はでないものの，一部の施工内容・箇所に変更があり，工期内
での期限を設ける必要がある場合は，対象期間外と出来る場合があるので，受発注者間協議を行うこと。

サ 詳細については，旭川市ホームページにおいて掲載している「週休2日工事実施要領」を参照のこと。

※ 工事着手日とは，実際の工事のための現場における準備作業（現場事務所等設置や測量等）に着手する日をいう。
※ 工事完成日とは，後片付け作業（出来形測量や現場事務所，保安施設等の撤去等）が全て終了した日をいう。

－　16　－

☑ (11)　熱中症対策に資する現場管理費の補正（試行）について

ア この工事において、「熱中症対策に資する現場管理費の補正（試行）」を行うことができる。
当該補正に対する取組を実施する場合は、工事契約後、工事監督員と協議すること。

イ 当該補正は、作業員個人に対する熱中症対策費用（塩飴、経口補水液等効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キット等） に関する取組を
対象とする。

ウ 当該補正を実施する場合、請負人は施工計画書に計測方法及び結果報告時の算出根拠提出方法について記載するものとする。ただし、施工現場を
代表する１地点で計測を実施する場合は、監督員が計測箇所と計測方法が適正かどうかを確認する。

エ 請負人は計測結果と根拠資料を工事完成後に最終設計変更資料とともに監督員に提出することとし、監督員は、計測結果を確認し適正と判断した
場合には最終設計変更時に補正の適用を行う。

オ 当該補正を適用する設計変更の後、工期内に真夏日があった場合には設計変更は行わない。

カ 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）
を用いることを標準とする。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも
可とする。なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

キ 施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことができるものとする。

－　16　－
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新 旧 改定内容

ページ：新１７

・ページの追加

ページ：新２０

・文言の追加・修正

ク （参考）現場補正費の計算

対象純工事費×（（現場管理費率×補正係数※１）＋補正値※２）
※１：施工地域による補正係数
※２：施工時期・工事期間による補正率、緊急工事による補正率および真夏日による補正値の和。
　　　合わせて適用する場合の補正値の上限は、２．０％とする。　

補正値の算出方法は次のとおりとする。

補正値（％）＝真夏日率×補正係数（１．２）

真夏日率：以下の式により算出された率をいう。

真夏日率＝工期中の真夏日の日数÷工期の日数
※工期中の真夏日については、現場閉所日の真夏日は含まない。
※フレックス工期においては、積算工期を超過した期間の真夏日は含まない。

・真夏日とは、暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２５以上または日最高気温が30℃以上となった日をいう。
　ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２５以上または最高気温が３０℃以上の場合とする。
　※上記は施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）または気象庁の地上気象観測所の気温
　　を用いることを標準とするが、これに依らないことも可とする。

・工期とは、請負人が設定した契約書上の工期の間をいう。
　なお、年末年始休暇６日間（１２月２９日～１月３日）、夏季休暇３日間（８月１３日～８月１５日）、工場製作のみを実施している日数、
　工事全体を一時中止している日数は含まない。 

 ・現場閉所日とは、巡回パトロールや保守点検等，現場管理上必要な作業を行う場合を除き，現場事務所での事務作業も含めて
　１日を通して現場作業を行っていない状態をいう。

「補正値（％）＝真夏日率×補正係数（１．２）」及び「真夏日率＝工期中の真夏日の日数÷工期の日数」の計算値は、小数点以下３位を四捨五入
して２位止めとする。

－　17　－

(5)　建設副産物・廃棄物関係

ア この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化
の実施が義務付けられた工事である。
また、建設発生土の搬出先について、資源有効利用促進法関係省令に基づき、受注者の最終搬出先までの確認義務が生じる工事である。

イ 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート，コンクリート及び鉄から成る建設資材，木材，アスファルトコンクリート）を用いた工作物等の解体
においては，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等をすること。
分別解体等を実施する者（下請け含む）は，建設業法の土木工事業，建築工事業，解体工事業に係る第３条第
１項の許可を受けた者か，解体工事業登録を受けた者が施工すること。
また，解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は，分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定
められた解体工事業者登録票を掲示し，解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に，その分別解体等を監督させなけれ
ばならない。

ウ 当該工事受注後速やかに「建設副産物に係る情報入力システム（※）」により再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し，
工事監督員に提出すること。
また，実施状況を把握し，再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を「建設副産物に係る情報入力システム（※）」により作成し，
工事完成後，工事監督員に提出するとともに，1年間保存すること。
（※「建設副産物に係る情報入力システム」とは，一般社団法人日本建設情報総合センターが提供する
　建設副産物情報交換システム(COBRIS)等とする。これにより難い場合，国土交通省が提供するＥｘｃｅｌ形式の様式を活用する。）
コブリス・プラス（建設副産物情報交換システム）等とする。これにより難い場合、国土交通省が提供するＥｘｃｅｌ形式の様式を活用する。）
また，再生資源利用(促進)計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

エ 建設副産物を仮置きする場合は，下記による保管立看板を設置すること。

オ 特定建設資材廃棄物等は，マニフェストシステムにより行うこと。また，処理終了後，速やかにマニフェストＡ，Ｂ２，D及びE票の確認を監督員に求め
ること。
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保管立看板の寸法及び記載事項　　　　　単位:cm

　建　設　副　産　物　の　保　管　場

  建設副産物

  の　種　類 
(建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ塊､抜根物等)

  保管の期間　　平成　年　月　日～平成　年　月　日　平成　年　月　日～平成　年　月　日

　管理者名 連 絡 先

50 50 25 75

200

100

25

25

25

25

保管高さ

の上限

コンクリート殻 ０．０ｍ
アスファ ルト殻 ０．０ｍ

(5)　建設副産物・廃棄物関係

ア この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化
の実施が義務付けられた工事である。

イ 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート，コンクリート及び鉄から成る建設資材，木材，アスファルトコンクリート）を用いた工作物等の解体
においては，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等をすること。
分別解体等を実施する者（下請け含む）は，建設業法の土木工事業，建築工事業，解体工事業に係る第３条第
１項の許可を受けた者か，解体工事業登録を受けた者が施工すること。
また，解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は，分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定
められた解体工事業者登録票を掲示し，解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に，その分別解体等を監督させなけれ
ばならない。

ウ 当該工事受注後速やかに「建設副産物に係る情報入力システム（※）」により再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し，
工事監督員に提出すること。
また，実施状況を把握し，再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を「建設副産物に係る情報入力システム（※）」により作成し，
工事完成後，工事監督員に提出するとともに，1年間保存すること。
（※「建設副産物に係る情報入力システム」とは，一般社団法人日本建設情報総合センターが提供する
　建設副産物情報交換システム(COBRIS)等とする。これにより難い場合，国土交通省が提供するＥｘｃｅｌ形式の様式を活用する。）
また，再生資源利用(促進)計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

エ 建設副産物を仮置きする場合は，下記による保管立看板を設置すること。

オ 特定建設資材廃棄物等は，マニフェストシステムにより行うこと。また，処理終了後，速やかにマニフェストＡ，Ｂ２，D及びE票の確認を監督員に求め
ること。
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保管立看板の寸法及び記載事項　　　　　単位:cm

　建　設　副　産　物　の　保　管　場

  建設副産物

  の　種　類 
(建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ｱｽﾌｧﾙﾄ塊､抜根物等)

  保管の期間　　平成　年　月　日～平成　年　月　日　平成　年　月　日～平成　年　月　日

　管理者名 連 絡 先

50 50 25 75

200

100

25

25

25

25

保管高さ
の上限

コン クリート殻 ０．０ｍ

アスファ ルト殻 ０．０ｍ
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：新２１

・文言の追加

・段落の修正

ページ：新２２

・段落の修正
ク 北海道循環資源利用促進税（以下，「循環税」という）について下記のとおりとする。

当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合又は，中間処理場に搬入される場合でも，減量化・リサイクル等により
残さ等が発生し，最終処分場に搬入される場合は，循環税が課税されるので適正に処理すること。

ケ その他特に定めのない事項については，監督員の承認に基づき適正な処理を行うこと。　

コ 再資源化等をするための施設については，産業廃棄物処分業等の許可を受けた者であること。
また，下表の近隣施設一覧を参考とし，市外に搬出する場合は監督員と協議すること。

(ｱ)　コンクリート廃材中間処理施設 (ｲ)　アスファルト廃材受入施設

8 グリーン環境㈲ 無 －

9 ㈱コタニ工業 有 固定式

6 (有)綱島重機 有 固定式 6 ㈱道北鋪道

7 ㈱十商カムイ 有 固定式

０１６６-３６-２６４８

4 ㈱安井組 有 固定式 4 ㈱安井組

5
道北リサイクル

協同組合
有 固定式 5 ㈱十商カムイ

2 野田建設工業㈱ 有 固定式 2 前田道路㈱

3
前田道路㈱

（旭川合材工場）
有 固定式 3 ㈱コタニ工業

番号 会社名
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

設備の有無
固定移動 番号 会社名

1 ㈱北新興業
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０１６６-７５-４７００

旭川市神居町共栄４０１番地１

０１６６-６２-５８００

旭川市神居町忠和１７７番

０１６６-５７-８６２７

旭川市江丹別町共和２４７番１

０１６６-７６-１５１０

旭川市東旭川町桜岡２４番２ 旭川市東旭川町桜岡２４

０１６６-３６-７５２５ ０１６６-３６-７５２５

旭川市神居町富岡４５８番 旭川市神居町共栄４０１番地

０１６６-６３-２５５４ ０１６６-６２-５８００

旭川市東旭川町米原２９０番１０ 旭川市西神楽１線１３号

０１６６-５２-７２５３ ０１６６-５７-５６０８

旭川市東鷹栖東２条４丁目 旭川市東鷹栖東３条１丁目

０１６６-５７-５６０８ ０１６６-５７-５１８０

旭川市東鷹栖東３条１丁目 旭川市江丹別町共和２４７番１

０１６６-５７-５１８０ ０１６６-７６-１５１０

有 固定式 1 野田建設工業㈱

所在地 所在地
ＴＥＬ ＴＥＬ

旭川市末広８条９丁目５２９１番地１ 旭川市東鷹栖東２条４丁目

キ 北海道循環資源利用促進税（以下，「循環税」という）について下記のとおりとする。

当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合又は，中間処理場に搬入される場合でも，減量化・リサイクル等により
残さ等が発生し，最終処分場に搬入される場合は，循環税が課税されるので適正に処理すること。

ク その他特に定めのない事項については，監督員の承認に基づき適正な処理を行うこと。　

ケ 再資源化等をするための施設については，産業廃棄物処分業等の許可を受けた者であること。
また，下表の近隣施設一覧を参考とし，市外に搬出する場合は監督員と協議すること。

(ｱ)　コンクリート廃材中間処理施設 (ｲ)　アスファルト廃材受入施設

8 グリーン環境㈲ 無 －

9 ㈱コタニ工業 有 固定式

6 (有)綱島重機 有 固定式 6 ㈱道北鋪道

7 ㈱十商カムイ 有 固定式

4 ㈱安井組 有 固定式 4 ㈱安井組

5
道北リサイクル

協同組合
有 固定式 5 ㈱十商カムイ

2 野田建設工業㈱ 有 固定式 2 前田道路㈱

3
前田道路㈱

（旭川合材工場）
有 固定式 3 ㈱コタニ工業

番号 会社名
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

設備の有無
固定移動 番号 会社名

1 ㈱北新興業
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０１６６-３６-２６４８ ０１６６-７５-４７００

旭川市神居町共栄４０１番地１

０１６６-６２-５８００

旭川市神居町忠和１７７番

０１６６-５７-８６２７

旭川市江丹別町共和２４７番１

０１６６-７６-１５１０

旭川市東旭川町桜岡２４番２ 旭川市東旭川町桜岡２４

０１６６-３６-７５２５ ０１６６-３６-７５２５

旭川市神居町富岡４５８番 旭川市神居町共栄４０１番地

０１６６-６３-２５５４ ０１６６-６２-５８００

旭川市東旭川町米原２９０番１０ 旭川市西神楽１線１３号

０１６６-５２-７２５３ ０１６６-５７-５６０８

旭川市東鷹栖東２条４丁目 旭川市東鷹栖東３条１丁目

０１６６-５７-５６０８ ０１６６-５７-５１８０

旭川市東鷹栖東３条１丁目 旭川市江丹別町共和２４７番１

０１６６-５７-５１８０ ０１６６-７６-１５１０

有 固定式 1 野田建設工業㈱

所在地 所在地
ＴＥＬ ＴＥＬ

旭川市末広８条９丁目５２９１番地１ 旭川市東鷹栖東２条４丁目
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：新２６

・文言の追加

ページ：新２９

・文言の修正

・段落の修正

・文言の削除

☐ (4)　盛土材・廃棄物関係

☐ ア 設計書に記載されている盛土材については， より
令和　　　年　　　月　　旬 ～ 令和　　　年　　　月　　旬 までに， 搬入する ☐ 搬入される 予定である。
なお，詳細については監督員と協議を行うこと。

☐ イ 本工事において発生する残土については，その全部又は一部を他の工事現場等の盛土材として使用するため，次のとおり搬入すること。
なお，詳細については監督員と協議を行うこと。

運　搬　数　量
搬　　入　　先
住　　　　　　所
運　搬　距　離 Ｋｍ　
電　話　番　号 ----------
許　可　番　号 ----------
搬　入　期　間
そ　　の　　他

☐ ウ

☐ エ 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊，発生木材，アスファルトコンクリート塊）は，次のとおり再資源化すること。
任意選定の中間処理施設までの距離は最寄り施設までの最短距離である。また，工事状況・再資源化施設の状況により，次（発生土含む）により
がたい場合は，その理由並びに必要な資料を提出のうえ，変更等について監督員と協議すること。

ｔ　 ｔ　 ｔ　 m3

Ｋｍ　 Ｋｍ　 Ｋｍ　 Ｋｍ　

この工事は，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」に基づき，分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実
施が義務付けられた工事である。

－　25　－

設計単位体積重量 鉄筋2.50t/m3・無筋2.35t/m3 車道：2.30t/m3，歩道：2.15t/m3 1.6t/m3以上

特定建設資材区分
コンクリート ☐

鉄筋及びコンクリートから成る建設資材 ☐

受　入　期　間 ---------- ---------- ----------
受　入　条　件 30cm以下に小割して運搬 50cm以下に小割して運搬 工期内

運　搬　距　離
電　話　番　号 ---------- ---------- ----------
許　可　番　号 ---------- ---------- ----------

運　搬　数　量
再資源化施設名又は受入先 ---------- ---------- ----------

住　　　　　所 ---------- ---------- ----------

ｍ3

特定建設資材廃棄物
項　　　　　目 任意選定箇所(ｺﾝｸﾘｰﾄ塊) 任意選定箇所(ｱｽｺﾝ塊) 任意選定箇所（木材） 指定箇所（発生土）

☐ (4)　盛土材・廃棄物関係

☐ ア 設計書に記載されている盛土材については， より
令和　　　年　　　月　　旬 ～ 令和　　　年　　　月　　旬 までに， 搬入する ☐ 搬入される 予定である。
なお，詳細については監督員と協議を行うこと。

☐ イ 本工事において発生する残土については，その全部又は一部を他の工事現場等の盛土材として使用するため，次のとおり搬入すること。
なお，詳細については監督員と協議を行うこと。

運　搬　数　量
搬　　入　　先
住　　　　　　所
運　搬　距　離 Ｋｍ　
電　話　番　号 ----------
許　可　番　号 ----------
搬　入　期　間
そ　　の　　他

☐ ウ 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊，発生木材，アスファルトコンクリート塊）は，次のとおり再資源化すること。
任意選定の中間処理施設までの距離は最寄り施設までの最短距離である。また，工事状況・再資源化施設の状況により，次（発生土含む）により
がたい場合は，その理由並びに必要な資料を提出のうえ，変更等について監督員と協議すること。

☐ 任意選定箇所（発生土）について　：　下表は積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する
処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、工事状況・処理施設の状況等、受注者の
責によるものでない事項についてはこの限りではない。変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

☐ 指定箇所（発生土）について　：　処分場所を指定するものであるため、下表の箇所へ搬出すること。

ｔ　 ｔ　 ｔ　 m3

Ｋｍ　 Ｋｍ　 Ｋｍ　 Ｋｍ　

設計単位体積重量 鉄筋2.50t/m3・無筋2.35t/m3 車道：2.30t/m3，歩道：2.15t/m3 1.6t/m3以上

特定建設資材区分
コンクリート
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☐
鉄筋及びコンクリートから成る建設資材 ☐

受　入　期　間 ---------- ---------- ----------
受　入　条　件 30cm以下に小割して運搬 50cm以下に小割して運搬 工期内

運　搬　距　離
電　話　番　号 ---------- ---------- ----------
許　可　番　号 ---------- ---------- ----------

運　搬　数　量
再資源化施設名又は受入先 ---------- ---------- ---------- 株式会社○○

住　　　　　所 ---------- ---------- ---------- 旭川市○○町○○

ｍ3

特定建設資材廃棄物
項　　　　　目 任意選定箇所(ｺﾝｸﾘｰﾄ塊) 任意選定箇所(ｱｽｺﾝ塊) 任意選定箇所（木材） 指定箇所（発生土）

☐ (7)　現場環境改善

ア 当工事では現場環境改善費を計上しているので，現場環境改善計画書を施工計画書に含めて提出し，監督員の承諾を得ること。工事完了後において
その実績を写真等で提出すること。

イ 現場環境改善の内容は下表を参考に，実施する現場環境改善内容を選択すること。また，実施する内容数は，各費目（仮設備関係，営繕関係，安全関
係，地域連携）のうち５項目以上を基本とする。

    

１　用水・電力等の供給設備の充実　　　２　緑化・花壇　　　３　ライトアップ施設　　　４　見学路及び椅子の設置
５　昇降設備の充実　　　６　環境負荷の低減

１　現場事務所・監督員詰所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）　　　２　労働者宿舎の快適化
３　デザインボックス（交通誘導警備員待機室）の快適化　　　４　現場休憩所の快適化
５　健康関連設備及び厚生施設の充実等

１　工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
２　盗難防止対策（警報機等）　　　３　避暑（熱中症予防）・防寒対策

１　完成予想図　　　２　工法説明図　　　３　工事工程表　　　４　デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）
５　見学会等の開催（イベント等の実施含む）　　　６　見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営
７　パンフレット・工法説明ビデオ　　　８　地域対策費等（地域行事等の経費を含む）　　　９　社会貢献
　　

費　　　目 現場環境改善の内容項目の例
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仮設備関係

営繕関係

安全関係

地域連携

☐ (7)　現場環境改善

ア 当工事では現場環境改善費を計上しているので，現場環境改善計画書を施工計画書に含めて提出し，監督員の承諾を得ること。工事完了後において
その実績を写真等で提出すること。

イ 熱中症対策・防寒対策に関する費用について
主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を
行うものとする。なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の
50％を上限とする。

ウ 現場環境改善の内容は下表を参考に、実施する現場環境改善内容を選択すること。また、実施する内容数は、各費目（仮設備関係、営繕関係、
    安全関係、地域連携）のうち５項目以上を基本とする。

１　用水・電力等の供給設備の充実　　　２　緑化・花壇　　　３　ライトアップ施設　　　４　見学路及び椅子の設置
５　昇降設備の充実　　　６　環境負荷の低減

１　現場事務所・監督員詰所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）　　　２　労働者宿舎の快適化
３　デザインボックス（交通誘導警備員待機室）の快適化　　　４　現場休憩所の快適化
５　健康関連設備及び厚生施設の充実等

１　工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
２　盗難防止対策（警報機等）

１　完成予想図　　　２　工法説明図　　　３　工事工程表　　　４　デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）
５　見学会等の開催（イベント等の実施含む）　　　６　見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営
７　パンフレット・工法説明ビデオ　　　８　地域対策費等（地域行事等の経費を含む）　　　９　社会貢献
　　

費　　　目 現場環境改善の内容項目の例

－　29　－

仮設備関係

営繕関係

安全関係

地域連携
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：様式３－１

・項目の削除

ページ：様式４

・文言の修正

・項目の削除

様式－３-１ 年 月 日

［会社名・事業者ID］

［事業所名・現場ID］

　
　

　

健康保険等
の加入状況

健康保険等
の加入状況

資 格 内 容 資 格 内 容

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

発 注 者 の
監 督 員 名

権限及び意見
申 出 方 法

有　無

監理 技術 者名

主任 技術 者名
専　任
非専任

資 格 内 容

監理技術者補佐名 資 格 内 容

専 門
技 術 者 名

専 門
技 術 者 名

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

担当工事内容

監 督 員 名
権限及び意見
申 出 方 法 有　無

現 場
代 理 人 名

権限及び意見
申 出 方 法

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

専　任
非専任

雇用管理責任者名
元請契約

資格内容 専門技術者名
下請契約

資格内容

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険
現場代理人名 安全衛生責任者名

加入　　未加入

適用除外

加入　　未加入

適用除外

加入　　未加入

適用除外 権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

事業所
整理記号等

区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
主任技術者名

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

契 約
営 業 所

区 分 名　　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　所
加入　　未加入

適用除外
加入　　未加入

適用除外
加入　　未加入

適用除外
元請契約

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
下請契約

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日
発 注 者 名
及 び
住 所

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》

会 社 名 ・
事 業 者 ID

代 表 者 名

住 所

建 設 業 の
許 可

許　可　業　種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日 工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

契 約 日 年　　　月　　　日　

※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）

・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書

面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又

は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれら

の写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期

間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

※現場ID，事業者IDとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものであり，登録してなければ記

載不要。

様式－３-１ 年 月 日

［会社名・事業者ID］

［事業所名・現場ID］

　
　

　

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

契 約 日 年　　　月　　　日　

施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》

会 社 名 ・
事 業 者 ID

代 表 者 名

住 所

建 設 業 の
許 可

許　可　業　種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日
工 事 名 称

及 び
工 事 内 容

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日
発 注 者 名
及 び

住 所
工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

契 約
営 業 所

区 分 名　　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　所
加入　　未加入

適用除外
加入　　未加入

適用除外
加入　　未加入

適用除外
元請契約

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
下請契約

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険
現場代理人名 安全衛生責任者名

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外 権限及び

意見申出方法
安全衛生推進者名

事業所
整理記号等

区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
主任技術者名

専　任
非専任

雇用管理責任者名
元請契約

資格内容 専門技術者名
下請契約

資格内容

担当工事内容

監 督 員 名
権限及び意見

申 出 方 法
一号特定技能外
国人の従事の
状況（有無）

有　　無
外国人建設就
労者の従事の
状況(有無)

有　　無
外国人技能実
習生の従事の
状況(有無)

有　　無
現 場
代 理 人 名

権限及び意見

申 出 方 法

一号特定技能外
国人の従事の
状況（有無）

有　　無
外国人建設就
労者の従事の
状況(有無)

有　　無
外国人技能実
習生の従事の
状況(有無)

有　　無

監 理技術 者名

主 任技術 者名
専　任
非専任

資 格 内 容

監理技術者補佐名 資 格 内 容

専 門
技 術 者 名

専 門
技 術 者 名

健康保険等
の加入状況

健康保険等
の加入状況

資 格 内 容 資 格 内 容

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

発 注 者 の
監 督 員 名

権限及び意見
申 出 方 法

※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）

・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書

面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又

は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれら

の写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期

間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

※現場ID，事業者IDとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものであり，登録してなければ記

載不要。

様式－４ 年 月 日

　

　

有　無

健康保険等
の加入状況

健康保険等
の加入状況

権限及び
意見申出方法

専 門 技 術 者 名

主 任 技 術 者 名
専　任
非専任

資 格 内 容

資 格 内 容 担当工事内容

監 督 員 名 安全衛生責任者名 担当工事内容

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

有　無
現 場 代 理 人 名 雇用管理責任者名

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
資格内容 専門技術者名

資格内容

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

現場代理人名 安全衛生責任者名

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険
権限及び

意見申出方法
安全衛生推進者名

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日

注文者との
契 約 日

年　　　月　　　日　
保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入

適用除外

加入　　未加入

適用除外

加入　　未加入

適用除外

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

許可（更新）年月日

《自社に関する事項》
工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

工 事 名 称

及 び
工 事 内 容 工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

再下請負通知書（作成例） 《再下請負関係》

会 社 名
・事業者ID

代 表 者 名直 近 上 位
注 文 者 名

住 所
電 話 番 号

工 事 名 称
及 び

工 事 内 容

元請名称・
事 業 者 ID 工 期

自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

再下請負人及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

【報告下請負 人】

住 所

会 社 名 ・

事 業 者 ID

代表者名

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）

・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について

締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

※事業者IDとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものであり，登録してなければ

記載不要。

様式－４ 年 月 日

　

　

再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

【報告下請負業者】

住 所

会 社 名 ・
事 業 者 ID

代表者名

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

再下請負通知書（作成例） 《再下請負関係》

会 社 名
・事業者ID

代 表 者 名直 近 上 位
注 文 者 名

住 所
電 話 番 号

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

元請名称・
事 業 者 ID 工 期

自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日
工 事 名 称
及 び
工 事 内 容 工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日

注文者との
契 約 日

年　　　月　　　日　
保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

工事業         第　　　　号 　　年　　月　　日

現場代理人名 安全衛生責任者名

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険
権限及び

意見申出方法
安全衛生推進者名

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

主任技術者名
専　任

非専任
雇用管理責任者名

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
資格内容 専門技術者名

資格内容

担当工事内容

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名
一号特定技能外
国人の従事の状

況（有無）

有　　無
外国人建設就
労者の従事の
状況(有無)

有　　無
外国人技能実
習生の従事の
状況(有無)

有　　無
現 場 代 理 人 名 雇用管理責任者名

一号特定技能外
国人の従事の状

況（有無）

有　　無
外国人建設就
労者の従事の
状況(有無)

有　　無
外国人技能実
習生の従事の
状況(有無)

有　　無

健康保険等
の加入状況

健康保険等
の加入状況

権限及び
意見申出方法

専 門 技 術 者 名

主 任 技 術 者 名
専　任

非専任
資 格 内 容

資 格 内 容 担当工事 内容

監 督 員 名 安全衛生責任者名

※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）

・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について

締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

※事業者IDとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものであり，登録してなければ

記載不要。
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：様式５

・決裁欄の追加

ページ：様式１２

・文言の修正

様式－５

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

担 当 工 事 内 容

元 方 安 全 衛 生 管 理 者 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

担 当 工 事 内 容

統 括 安 全 衛 生 責 任 者

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

施工体系図（作成例）

発 注 者 名

工 事 名 称

元 請 名 ・ 事 業 者 ID 会社名・ 事業 者ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID

監 督 員 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

監 理 技 術 者 名
主 任 技 術 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

監 理 技 術 者 補 佐 名 一 般 / 特定 の別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

専 門 技 術 者 名 安 全 衛 生 責 任者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

専 門 技 術 者 名
特定専門工
事の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

会社名・ 事業 者ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

一 般 / 特定 の別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工
事の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

会社名・ 事業 者ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

一 般 / 特定 の別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工
事の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

会 社 名 ・ 事 業 者 ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

担当工事
内　　　容

一 般 / 特定 の別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

工期
　自　　　　　　　年　    　　 　　月　　  　  　 　日

　至　　　　　　　年　     　　　　月　　　　 　    日

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

特定専門工
事の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

会          長

副    会    長

※事業者IDとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものであ
り，登録してなければ記載不要。

※ここに記載されている監督員名とは,施工体制台帳及び再下請負通知書における監
督員名である。

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

会社名・ 事業 者ID 会 社 名 ・ 事 業 者 ID

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

安 全 衛 生 責 任者 安 全 衛 生 責 任 者

代 表 者 名

様式－１２

令和　　　　年　　　　月　　　　日

（総括監督員）

様

（請負人名）

現場代理人

下記について，段階確認をお願いします。

  段階確認の内容

工事名

細　目　等 品 質 規 格 呼 称

　上記の段階確認について，以下のとおり実施します。

　令和　　　年　　　月　　　日の段階確認の結果，設計図書のとおり施工されて

□いる。　□いない。　□詳細については，別途指示する。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

主任監督員（監督員）

（主　旨）

　　本様式は，請負人が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

（作成上の注意）

1 該当する□内にレを記入すること。

２ 本様式は現場代理人が保管することとし，工事監督員はその写しを受け取ること。

３ 段階確認の結果については，本様式に添付すること。

主任監督員 監督員

段　 階 　確 　認 　願　い　（第　　回）

記

実施希望日 令和　　　年　　　月　　　日

工　種 区域・測点等 数量等 備　　考

　　□施工管理記録，□写真，□（その他必要書類等）

特記事項

必要書類

実施場所 　　□工事現場，□製作工場，□（実施場所）

実施方法 　　□臨　　　場，□机　　　上

　　□設計図書，□測量結果，□出来形図等，□品質規格証明等

主任監督員（監督員）

実施日時 令和　　　年　　　月　　　日　　　時から 実施者名
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：様式１３

・文言の修正

ページ：様式１５

・文言の修正

様式－１３ 主任監督員 監督員

様

下記項目について，立会をお願いします。

上記項目について，令和　　年　　月　　日　　時に立会を実施します。

実施日時 実施者名

（主　旨）

　　本様式は，設計図書において現場代理人が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に，工事

監督員に提出するものである。

注　　１ 本様式は現場代理人が保管することとし，工事監督員はその写しを受け取ること。

       ２ 立会の内容については，工事施工協議簿にて明らかにすること。

立　　　　会　　　　願　　　　い

令和　　 　　年　 　　　月 　　　　日

（総括監督員）

（請負人名）

現場代理人

工　事　名

項　　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

希　望　日　時 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　　時

令和　　　 　年　 　　　月 　　　　日

主任監督員（監督員）

令和　　 年　 　月 　　日 　　時から

様式－１３ 主任監督員 監督員

様

下記項目について，立会をお願いします。

上記項目について，令和　　年　　月　　日　　時に立会を実施します。

実施日時 実施者名

（主　旨）

　　本様式は，設計図書において現場代理人が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に，工事

監督員に提出するものである。

注　　１ 本様式は現場代理人が保管することとし，工事監督員はその写しを受け取ること。

       ２ 立会の内容については，工事施工協議簿にて明らかにすること。

令和　　　 　年　 　　　月 　　　　日

主任監督員（監督員）

令和　　 年　 　月 　　日 　　時から

工　事　名

項　　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

希　望　日　時 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　　時

立　　　　会　　　　願　　　　い

令和　　 　　年　 　　　月 　　　　日

（総括監督員）

（請負人）

現場代理人

様式 - １５

　(総括監督員）　　様

(請負人名）

現場代理人

令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日　　　　：　　　～　　　：　　

名

1

2

3

4

5

6

7

実 施 場 所

参 加 人 数

実 施 内 容

第 回 安 全 訓 練 等 実 施 報 告 書

工 事 名

工 期

工 事 場 所

実 施 日 時

様式 - １５

　(総括監督員）　　様

(請負人）

現場代理人

令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日　　　　：　　　～　　　：　　

名

1

2

3

4

5

6

7

実 施 場 所

参 加 人 数

実 施 内 容

第 回 安 全 訓 練 等 実 施 報 告 書

工 事 名

工 期

工 事 場 所

実 施 日 時
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：様式１６

・文言の修正

ページ：様式１８（甲）

・文言の修正

（総括監督員）  様

令和 年 月 日

（請負人名）

現場代理人

工事名

上記工事に使用する下記の資材について審査の上，ご承諾下さいますようお願いします。

１．使用材料

２．別添書類～試験成績表，配合報告書　　規格値

上記について承認する。

様式－１6 主任監督員 監督員

使 　用　 資 　材 　承 　認 　願 　い

記

名　　　　称 規　　　格 製 造 会 社 名 納 入 会 社 名 備　考

（総括監督員）  様

令和 年 月 日

（請負人）

現場代理人

工事名

上記工事に使用する下記の資材について審査の上，ご承諾下さいますようお願いします。

１．使用材料

２．別添書類～試験成績表，配合報告書　　規格値

上記について承認する。

名　　　　称 規　　　格 製 造 会 社 名 納 入 会 社 名 備　考

様式－１6 主任監督員 監督員

使 　用　 資 　材 　承 　認 　願 　い

記

様式－１８（甲）

工　事　名 監督員

請負人 元請負額 円

警備会社 全体工期 ／ ～

　　　月　　　日 時間 誘導員氏名
資格要件

区分

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

小計 時間

※資格要件区分の欄には，P.９の「(8)交通誘導警備員について」に記載されている区分①～③のうち

該当する番号を記入すること。

交通誘導警備員配置時間集計表（　　／　　）

令和　　　年　　　月　　　日

／

作業時刻 備　　　考
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：様式２２

・文言の修正

ページ：様式２３

・文言の修正

該当する番号を記入すること。

様式-２２

使用機械

機械の発熱量

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

:

１．備考欄の作業内容は下記の番号で記入

① 路盤表面氷雪融解 ② プライムコート養生 ③ 乳剤散布前の舗装面乾燥

④ タックコート養生 ⑤ その他（　　　　　）具体的に記入

２．写真撮影等における注意点

・ヒーター稼働前　黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，開始時間等を記入する。

・ヒーター停止時　黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，停止時間等を記入する。

以下作業を再開する場合は上記の繰り返しとなる。

１日の作業開始時・終了時ではなく，休憩で停止している場合等，機械の稼働時間を確認

できるように留意すること。

・使用カメラは日付入りカメラを時間モードに設定し時間入り写真で撮影すること。

・機械の運転日報を整理している場合は資料として写しを提出する。

・路面ヒーター稼働時間調書を作成し，確認写真等の資料を監督員に提出して協議すること。

路　面　ヒ　ー　タ　ー　稼　働　時　間　調　書

工 事 名

工 事 場 所

請 負 人 kcal/h

合　計　稼　働　時　間

月 日 測　　　点 開始時間 終了時間 稼働時間
作 業 時
外気温℃

備考
(作業内容･施工面積)

様式-２２

使用機械

機械の発熱量

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

～ : : :

:

１．備考欄の作業内容は下記の番号で記入

① 路盤表面氷雪融解 ② プライムコート養生 ③ 乳剤散布前の舗装面乾燥

④ タックコート養生 ⑤ その他（　　　　　）具体的に記入

２．写真撮影等における注意点

・ヒーター稼働前　黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，開始時間等を記入する。

・ヒーター停止時　黒板に工事名，作業内容，測点(SP○○～△△)，停止時間等を記入する。

以下作業を再開する場合は上記の繰り返しとなる。

１日の作業開始時・終了時ではなく，休憩で停止している場合等，機械の稼働時間を確認

できるように留意すること。

・使用カメラは日付入りカメラを時間モードに設定し時間入り写真で撮影すること。

・機械の運転日報を整理している場合は資料として写しを提出する。

・路面ヒーター稼働時間調書を作成し，確認写真等の資料を監督員に提出して協議すること。

合　計　稼　働　時　間

月 日 測　　　点 開始時間 終了時間 稼働時間
作 業 時
外気温℃

備考
(作業内容･施工面積)

路　面　ヒ　ー　タ　ー　稼　働　時　間　調　書

工 事 名

工 事 場 所

請 負 者 名 kcal/h

様－23

　　○○工事取りまとめ結果表

でき形部分検査・工事完成検査

（施工年度）

（施工者） 請負人

（現場代理人） 氏　　名

（主任技術者

　又は管理技術者） 氏　　名

様－23

　　○○工事取りまとめ結果表

でき形部分検査・工事完成検査

（施工年度）

（施工者） 請負業者

（現場代理人） 氏　　名

（主任技術者

　又は管理技術者） 氏　　名
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工事特記仕様書 新旧比較表

新 旧 改定内容

ページ：様式２５

・文言の修正

ページ：様式２６

・文言の修正

様式-25

工　事　名　　：

請　負　者　　：

現場代理人　　：

主任技術者　　：

有無(※１)

※１)確認した資料については「○」,不要な資料については「／」を記入する。

確認年月日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日

監督員署名

安全関連資料　総括表

報告資料 備　考

①災害防止協議会
（安全衛生協議会）

実施日:　　月　　日・　月　　日

②店社パトロール

③作業前打合せ
　(Tool-Box-Meeting)

④ＫＹＫ
（危険予知活動）

実施日/参加人数：　月　日/　人・　月　日/　人・　月　日/　人

　月　日/　人・　月　日/　人・　月　日/　人

⑧安全訓練等実施報告書

⑤新規入場者教育
　確認書

　□　　当該工事の現場特性が反映されている。

⑥機械等点検管理記録

⑦仮設構造物
　チェックリスト

印印

様式-25

工　事　名　　：

請　負　人　　：

現場代理人　　：

主任技術者　　：

有無(※１)

※１)確認した資料については「○」,不要な資料については「／」を記入する。

確認年月日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日

監督員署名

実施日/参加人数：　月　日/　人・　月　日/　人・　月　日/　人

　月　日/　人・　月　日/　人・　月　日/　人

⑧安全訓練等実施報告書

⑤新規入場者教育
　確認書

　□　　当該工事の現場特性が反映されている。

⑥機械等点検管理記録

⑦仮設構造物
　チェックリスト

②店社パトロール

③作業前打合せ
　(Tool-Box-Meeting)

④ＫＹＫ
（危険予知活動）

安全関連資料　総括表

報告資料 備　考

①災害防止協議会
（安全衛生協議会）

実施日:　　月　　日・　月　　日

印印

様式-26

工　事　名　　：

請　負　人　　：

現場代理人　　：

主任技術者　　：

登録年月日

令和○年○月○日

監督員署名

工事カルテ　総括表

登録種別

（例） 受注登録or変更登録or竣工登録or○○登録の訂正登録

印

様式-26

工　事　名　　：

請　負　者　　：

現場代理人　　：

主任技術者　　：

登録年月日

令和○年○月○日

監督員署名

工事カルテ　総括表

登録種別

（例） 受注登録or変更登録or竣工登録or○○登録の訂正登録

印
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